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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時

平成１８年１２月１４日（木）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午前１１時１６分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 木村勝彦  副委員長 柴田繁勝  委　　員 藤浦雅彦

委　　員 野口　博  委　　員 山本善信  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 助　役　小野吉孝

市長公室長　寺田正一 同室参事　小山和重 同室参事　吉田和生

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局書記　湯原正治

１．審査案件

　　議案第６８号　平成１８年度摂津市一般会計補正予算所管分
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（午前１０時　開会）

○木村委員長　おはようございます。た

だいまから、駅前等再開発特別委員会を

開会します。

　理事者からあいさつを受けます。森山

市長。

○森山市長　おはようございます。

　きょうは、師走何かとお忙しいところ、

駅前等再開発特別委員会を開催いただき

まして、大変ありがとうございます。

　本日は、過日の本会議で付託されまし

た案件についてご審査いただくわけでご

ざいますけれども、どうか慎重審査のう

え、ご可決賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

　私、一たん退席をいたしますけれども

在庁いたしておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

○木村委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、野口委

員を指名します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○木村委員長　再開します。

　議案第６８号所管分の審査を行います。

補足説明を求めます。寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　それでは、補足説明

をさせていただきます。

　議案第６８号、平成１８年度摂津市一

般会計補正予算の第２条、債務負担行為

の補正につきましては、５ページ、第２

表に記載いたしており、その内容につき

ましては南千里丘まちづくり事業構想に

関する新駅設置及び踏切道改良に係る調

査設計業務で、南千里丘まちづくり構想

に関する基本合意に基づく新駅設置、踏

切道の設計業務でございます。

　平成１８年度から１９年度までの間、

６，４６８万３，０００円の債務負担行

為の限度額を設定いたすものでございま

す。

　ちなみに設計金額の算定は、新駅につ

いては３分の２、踏切道については全額

を本市が負担するもので、その合計額を

記載させていただいております。

　また、この債務負担行為の審議に当たっ

た、参考資料としてご配付させていただ

いております新駅設置事業、踏切道改良

事業等に係ります阪急電鉄との覚書につ

いて担当からご説明させていただきます

のでよろしくお願いをいたします。

　以上、債務負担行為の補足説明とさせ

ていただきます。

○木村委員長　小山市長公室参事。

○小山市長公室参事　それでは、覚書に

ついてご説明させていただきます。

　お手元に配付させていただいておりま

す南千里丘まちづくり構想に関する新駅

設置事業、踏切道改良事業及び公共施設

整備事業に係る覚書案につきましては、

去る５月３１日に締結いたしました南千

里丘まちづくり構想に関する基本合意書、

３者合意に基づき、新駅設置及び踏切道

改良に関しまして覚書を締結するもので

あります。

　その主な内容についてご説明させてい

ただきます。

　関係者としましては、摂津市、阪急電

鉄株式会社の２者であり、新駅設置、踏

切道改良及び公共施設整備、インフラ整

備について覚書を交わすものであります。

　第１条の目的であります。この覚書で

は、基本的な事項を定め、円滑な事業推

進を図ることを目的としています。

　次に、第２条は、相互の協力でありま

す。事業の施行については、お互いに協

力するとしております。

　次に第３条、事業概要であります。

（１）の新駅設置事業は相対式２面ホー
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ム、８両編成対応としております。

　（２）踏切道改良事業は、片側の歩道

整備であり、現在１０．２メートルから

１３．２メートルに拡幅するものです。

拡幅幅は３メートルであります。

　（３）公共施設整備、インフラ整備事

業は、道路、駅前広場、自転車駐車場、

歩道専用橋、改札口前整備などとしてお

ります。

　次に、第４条は事業工程であります。

基本合意書に基づき、別紙事業工程表の

とおり、２００９年度、平成２１年度末

ごろのまちびらきとするとしています。

　平成２２年の春のまちびらきでありま

す。

　次のページの第６条は、事業費の負担、

支払い方法であります。新駅設置に要す

る費用の負担割合は、市が３分の２、阪

急が３分の１としております。

　２項は、踏切道改良に要する費用であ

り、市が全額負担としております。

　３項の公共施設整備に要する費用も市

が全額負担としております。

　４項は、新駅設置及び踏切道改良に要

する費用の支払い方法、支払い時期であ

り、協定締結時に決めるとしております。

　次に、第７条、用地の使用等でありま

す。

　事業施行中の土地の使用は、お互いに

無償で使用できるように配慮するとして

おります。

　２項、３項は、施設設置のための土地

使用についてであり、施設存続期間はお

互いに無償で使用できるものとし、別途

協議するとしています。

　次に、第８条は公共交通ネットワーク

整備であります。新駅設置事業及び公共

施設整備事業にあわせ、今後の新駅と関

連した公共交通ネットワークの整備につ

いては、協議のうえ適切に措置をすると

しています。

　次のページの第１０条は、自転車駐車

場であります。自転車駐車場については、

お互いに協力して必要台数の確保のため、

別途協議するとしております。

　次に、覚書の締結日でありますが、早

ければ年内、１２月下旬に予定をしてお

ります。

　そして、次のページの別図の事業概要

図は、新駅設置、踏切道改良の位置、公

共施設整備の内容をあらわしたものであ

ります。

　赤の点線の範囲は、まちづくり交付金

対象の範囲で、茶色の実線は土地区画整

理事業区域であります。

　次のページの事業工程表は、まちびら

きまでのスケジュールであり、新駅設置

や踏切道改良についての設計及び工事の

予定、そして新駅の開業時期をあらわし

たものであります。

　以上、覚書の説明とさせていただきま

す。

○木村委員長　説明が終わり、これから

質疑に入ります。

　ありませんか。野口委員。

○野口委員　おはようございます。

　きょうの配付資料に覚書の書類が出て

ましたので、あれっと思ったんですけど

も、それに関連して今回、設計費用の本

市の負担分として債務負担行為で提案し

てますので、この間、示されている業務

スケジュールとの関係でどうなのかとい

うことの確認をしたかったんですけども、

今回、設計することも含めた前段の処理

として阪急との関係では覚書というのが

ありますので、本日、説明では今月末に

締結をしていきたいという説明でありま

すので、その質問は置いておきまして、

まず一つは、この新駅の関係については

事業工程表が改めて今回提案をされたわ
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けですが、先般、既にいただいているこ

の平成１８年度の業務スケジュール、ま

ちづくり交付金手続から幾つかの項目が

あります。きょう示された覚書の最後に、

このまちびらきだとか、平成２１年まで

の間でいろいろ書かれていますけども、

若干区画整理事業だとか都市計画手続だ

とか、各それぞれの問題別のスケジュー

ルについてこの時点でどのように動いて

いくのか、ちょっと示していただきたい

と思います。

　２つ目は、きょうちょっと説明があっ

た件に関してですけども、請願駅ですの

で、こういう費用負担になろうかと思う

んですけども、費用負担の問題に関連し

た質問でありますが、新駅の事業に要す

る費用については３分の２と３分の１と

いうことで、ここに示されているんです

けども、いわゆる阪急の民間の企業であ

りますけども、国民全体の足の確保と、

公共交通機関という位置づけもある業種

でもありますから、そういう性格からし

ても、また経営戦略によって、何十年間

でペイするか知りませんけども、いわゆ

る利益もそういう期間内で収れんされて、

いわゆる利益を生ずるということにもつ

ながっていきますし、トータルで考えて

この第６条に負担の問題が出てますけど

も、例えばこの２項、３項の問題ですね。

いわゆる踏切道改良事業だとか公共施設

整備事業ですね。

　特に公共施設整備には、自転車駐車場

なども入っておりますし、駅周辺のそう

した整備について一定、この費用負担に

ついて要求もできるんではないかなとい

う気も個人的にはしてますけども、その

点の話し合いだとか、もんできたと思い

ますけれども、一定経過も含めて教えて

いただければと思います。

　３点目は、前回の委員会のときに区域

変更も含めて説明がありました。そのと

きのいわゆる総事業費だとか本市の負担

の問題でふえるという説明もあわせて、

一応概略的にありました。

　今回、新駅の問題については、阪急と

の覚書を含めて、これから動いていくと

いう時点に立ってますけども、このまち

びらき、いわゆる平面駅で駅をひらくと

いう、この最初の工事の関係で３０億円

に対して１９億円で出発してきておりま

すので、いわゆる公を含めてこれから出

発をしますので、現時点で総事業費、そ

れと市の負担が何ぼになるのか。

　以上３点、最初にお尋ねします。

○木村委員長　小山市長公室参事。

○小山市長公室参事　第１点目のスケジュー

ルについてでありますが、先般の特別委

員会でスケジュール表を配付させていた

だきました。その点から、現在までのス

ケジュールと今後のスケジュールについ

てご説明させていただきます。

　初めに、土地区画整理事業に対するま

ちづくり交付金の手続のことなんであり

ますけれども、都市再生整備計画書とい

うものを作成し、１０月の中旬に国の方

にもう提出しております。そして、国の

方とは補助金交付についての協議も始め

ております。

　そして、土地区画整理事業につきまし

ては、先般の特別委員会の中で区域の変

更等を説明させていただいた後、正式に

事前協議を大阪府の方に提出しておりま

す。

　そして、その区画整理の事業認可の認

可時期につきましては、今のところ２月

ごろを予定しております。そして、その

認可を見定めた中でまちづくり交付金の

最終確認が３月の末ごろに下りてくるも

のと予定しております。

　交付金と区画整理事業の手続について
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は、そのような状況で進めてまいりたい

と思っております。

　２番目の費用負担につきましてですけ

れども、阪急とも何回か協議を重ねてお

りまして、駅についてはおおむね市が３

分の２、阪急が３分の１、踏切について

は市が全額負担となっております。この

踏切につきましては道路の拡幅という位

置づけになっておりまして、道路事業と

いうことで道路に関しては市が全額負担

ということで協議を終えております。

　そして公共施設、例えば駐輪場なんで

すけども、阪急の方も自費で、要するに

阪急の負担で自分のところの敷地を活用

しながら駐輪場も運営していきたいとい

う話もありますので、今後その必要台数、

どれだけ要るのかというのを確認しなが

ら阪急とその必要台数に向けての協議は

進めていきたいと考えております。

　３番目、事業費でありますが、今現在

も大阪府あるいは国との補助金交付に対

する協議を進めております。当初、総事

業費３０億円で市の負担が１９億円とい

う説明をさせていただいております。そ

の途中で駅の構造も変わったということ

で駅に対しては２億円強の増額。そして、

まちづくり事業、要するに交付金事業に

つきましても見直した結果、かなり増額

が出ておりまして、まだ国との調整がはっ

きりと結果が出ておりませんので、今の

段階でどれだけの事業費になって明確に

市の負担が幾らになるかというのははっ

きりとは申し上げられません。

　しかし、増額になるということは我々

も認識しておりまして、全体事業費では

駅も含めて五、六億円程度はふえるので

はなかろうかと思っております。

　あと、市の負担につきましては交付金

が幾らいただけるのかによって変わりま

すので、その辺は今現在ではわかりませ

ん。

○木村委員長　野口委員。

○野口委員　スケジュールの関係ですけ

ども、そういうことであるとすれば、例

えば都計審の開催などは２月の初めとか

１月ぐらいかなという気はしますけども、

それでよければご答弁は結構であります。

　２つ目の問題であります。いろいろ阪

急の姿勢についても今、阪急の持ってい

る敷地内での置き場も一応検討に入って

いるという話であります。質問の趣旨は

全体的な問題で、いろいろ費用負担の問

題についても余地があるならば積極的に

交渉していただきたいと。当然、千里丘

駅とか正雀駅、本市にある駅のこれまで

運営してきた教訓を踏まえて置き場の問

題は当然必要でありますし、いろんな角

度からきちんと、いろんな問題に応えて

いくという、それを想定した対応という

のは必要だと思いますし、ぜひそういう

気持ちで費用負担の問題については、トー

タルの問題として阪急と積極的に交渉し

ていただきたいということは申し添えて

おきたいと思います。

　３つ目の工事費の問題ですが、全体工

事費が五、六億円ふえるということです

ね。

　交付金については、これまでの到達は

約３億円ですね。３億円というのが数字

であります。大体、見込みとしても若干

ふえるのかなという気は個人的にはして

おりますけども、先ほどの業務スケジュー

ルで説明があった中で、いわゆる３月末

にならなければ国の交付金だとか全体の

工事内容が設計も含めて、いろんな手続

を含めて最終に近い形で明らかになりま

せんので、その辺でしか工事費の全体像

が明らかにならないということになるん

でしょうかね。できればやっぱり、ある

程度こういう議会でそれぞれの途中の経
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過を含めて論議をしているわけですから、

正味の課題であるこの事業費についてき

ちんとした数字を示す努力をしていただ

きたいと思いますけども、もしその件で

あればご答弁をいただきたいと。

　もう一つは追加してお尋ねしますけど

も、いつもこれは我が党としては申し上

げている税金の使い方の問題であります。

　まちづくり懇談会が８月から始まって

おります。ちょくちょく出席もさせても

らったりもしておりますけども、いわゆ

る市民のご意見を聞くという意味合いに

おいて、推進前提の意見を聞くのか、そ

もそもからいわゆる開発について平場で

も論議を始めていくのかという性格の違

いも当然ある中で出発して今日に至って

おりますけども、やっぱりこの税金の使

い方という面で、この開発についてどう

なのかということが私は改めて問われて

いると思うんです。

　先日、１０日の日曜日、ＮＨＫの２回

目の「ワーキングプア」という報道があ

りまして、見られたかもわかりませんけ

ども世界第二位の経済大国日本で８０歳

を超えるおじいちゃんが空き缶を回収し

て生活費に回しているという、貧困と格

差の問題について、やっぱりさらに深刻

な事態であると。

　ＮＨＫでさえもそういう報道をしてい

る。今のこの国の実態からして、改めて

自治体としてこの税金の使い方が問われ

ていると。その関係で前回の委員会のと

きには、この開発について、最初は１０

億円近い形の金額を借金で２０年間返済

しますよという出発だったのが、今回は

起債もしないで、阪急との話し合いによ

りますけども一定借金をしないでやって

いけるという話もありましたので、その

辺の財政運営の問題について、ちょっと

大きくマクロ的になりますけども、一度

助役の方からその借金を、この開発につ

いて借金をしないということで中期財政

見通しの中でそういうもくろみをしまし

たけども、その辺の関係も含めて税金の

使い方がどうなのかということについて、

まずご答弁求めておきたいと思います。

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　全体の工事の事業費

でございますが、現時点ではおおよそ予

測ということで、先ほど答弁をいたしま

したのは３月末に、それぞれの項目につ

いて確定をするだろうということの答弁

でございまして、現時点の想定段階での

金額ということを前提としてご説明をさ

せていただきますと、当初、総事業費全

体が３０億円ということでございました

けれども、前回にもご説明申し上げまし

たとおり新駅の地下道、エレベーター等

の工事も含めまして若干の費用が上がっ

たということでございまして、今現時点

でいきますと総事業費は約３５億２，８

００万円というふうに予測をしておりま

して、それに対する交付金、国等の交付

金は約３億８，７００万円。

　それと、保留地処分等の権利者負担に

ついては４億５，４００万円。それと阪

急負担分が５億８，５００万円というこ

とで計算をしておりまして、それらを差

し引いて最終的な市負担というのは２１

億２００万円ということで想定をいたし

ております。それが現時点での予測の数

字でございます。

○木村委員長　小野助役。

○小野助役　財政運営に問題につきまし

ては、中期財政見通しをお示しをした中

身について、今のところ変更はございま

せん。一定の条件のまちづくりについて

の、エレベーター設置などのバリアフリー

なり、南千里丘まちづくりの基本的な基

本指針があって中身も入れた上での中期
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財政見通しをお示ししたところでありま

す。

　私もＮＨＫ特集は見ました。岐阜県の

あの状況等の中で地方はすごい状況なん

だなということを改めて私も見ておって、

正直なところ思いました。

　ただ、この政策は我々が論じることは

ありませんので、国自体がやはり企業の

設備投資等に減税をして、そこをきっち

り経済力をつけないと国民の生活が潤わ

ないという考え方の中でやっておられる

のかなと。

　一方では、また国民の減税を先にやっ

て購買力をつくるべきではないかという

議論もあると思います。国の施策は、ま

ずそういう経済諮問会議等で、そういう

方向の中で今、流れておられるというこ

とでありますから、それを私は一地方自

治としてどうこう言うわけではございま

せんが、いずれにいたしましても現在新

年度予算の査定中でございまして、過日

の総務常任委員会の中で今回の三位一体

改革の中でどれほどの、同じ税率ではあ

るんですが、所得税を減にして市民税を

増すると。摂津の影響額は、そのときに

７億５，０００万円の増収だろうという

ことを明らかにいたしました。

　それと、定率減税廃止に伴う増収につ

いてはおおむね１．５億円から１．９億

円ぐらいになるのかなと。そういたしま

すと、大体９．１億円から９．４億円が

増になるということは、これは見通しが

立つというように思います。

その上で、ただ総務部長とも話をしておっ

たんですが、私ども地方交付税不交付団

体でございますから、基準財政収入額が

需要額との関係で私ども、吹田市、高石

市、もう１市あったでしょうか、茨木市

も若干収入額は上回ってるけど３億円程

度でしたか、１７年度決算でもらってお

られると思います。

　高槻市にいたっては約１００億円の地

方交付税でありますから、議員各位にお

かれては、うちは地方交付税の不交付団

体なんだから減らしようがないと。当然、

生で入ってくるんではないかということ

になると思いますが、ただ総務部長の方

には、その辺をもう一度精査をするよう

には言っております。

　ただ、そのときに所得譲与税が１９年

度廃止となりますと、大体６億４，００

０万円程度は減になるんではないかとい

うように思ってます。

　その中でもう一つは、国庫補助金がど

う具体的に摂津市の部分として減額され

るかということは、今はまだめどが立ち

ませんが、この辺で見ますと大体９億１，

０００万円、９億４，０００万円伸びて

６億４，０００万円の所得譲与税が廃止

となれば、これで３億円というふうには

見通しは立てております。

　ただ、今の段階で総務部長査定をさせ

ておりますけれども、来年度、２００７

年問題で多分、退職手当が３億円程度は

ふえるだろうというふうに見ております。

その予測であります。

　そうしますと、これだけで今回の三位

一体改革に伴う増収が、これで消えると

いうふうには見てはおります。そういう

中での形で処理はいたしますが、この１

８年度決算の見通し、来年度の市税の見

通し、これも市税も伸びるというふうに

は見ております。１０％以上は伸びるだ

ろうというふうに見ております。そういっ

た中で、今、具体的には申し上げられま

せんが財政状況は基本的には公債費のピー

クが去り、人件費のボディブローがきき、

市税が伸びてくるという状況だと思って

おりますから、まさしく日経新聞で報道

されました経常収支比率１１０％なり、
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実質公債費比率の問題のワースト５位、

４位はありますが、相当改善はすると。

２３年には一定の、摂津市は、予測とし

ては法人市民税が強い本市として回復基

調にはあるというふうには見ております。

　そういったことを全体像の中では見て

おりますが、いずれにいたしましても１

９年度予算を締めた段階で議員各位にお

示しをいたしたいなというふうに今のと

ころ思っているところでございます。

　セーフティネットの問題については、

今後大きく議論もされるでしょうし、格

差社会の是正というものも国も考えてく

るでしょうし、そういったことの国の制

度も見守ってまいりたいなと。ただ、本

市としては今日までの行革によって、ボ

ディブローが相当きいてきたというふう

には感じておりますし、公債費のピーク

の第一次で赤字再建団体転落も必至とい

うことは回避できたわけでございますか

ら、これからも行財政改革を進めながら

市民の福祉に向けて、より一層の努力を

してまいりたいなというふうに思ってお

ります。具体的には、１９年度予算の中

で議論もさせていただきたいなというふ

うに思っております。

○木村委員長　野口委員。

○野口委員　現時点でわかってる工事費

の内訳が示されましたけども、不確定部

分があるとしても、そういう数字が委員

会で公表、示されるならば事前に資料を

つくっていただいて、やっぱり説明すべ

きだと。口頭で答弁いただいて、資料と

しては３０億円を前提とした資料しかな

いわけで、そういう点できょうお尋ねし

てるわけでね。事前にいただいて、説明

いただいておれば、別にこれは質問する

必要がないわけで、そういう点はちょっ

と、きちんと受けとめていただきたいと

思います。

　最後の問題、助役からご答弁をいただ

きました。市の姿勢も一定見えてくるわ

けでありますけども、先ほど申し上げた

暮らしの問題にかかわって税金の使い方

の問題について、この開発はどうなのか

という視点もぜひ、そういうことからア

クセスもしていただきたいと。

　財政が好転したとしても、そこで市民

の暮らしが好転しなければ地方自治体と

して、その姿がいいのかどうかという、

こういういろんな議論も出てくるわけで、

特に今おっしゃった三位一体改革の住民

税の問題だとか、所得譲与税がなくなり

ますけども、定率減税が全廃になります

から、差し引き、退職金の増は別にしま

して３億円近くは新たに入ってくるとい

うこともありますし、前回、たばこ税の

問題については基本的に財政運営のため

に使うという姿勢が示されました。それ

は、あかんということを僕は申し上げま

した。

　今回、こういうことで来年度入ってく

るわけでありますから、そういう中での

この開発を進めていくということがあり

ますから、ぜひ税金の使い方という点に

ついて、そういう角度からの見方もぜひ

受けとめていただいて進めていただきた

いということを申し上げて質問を終わり

ます。

○木村委員長　ほかに、はい、藤浦委員。

○藤浦委員　何点かだけちょっと教えて

いただきたいのは、債務負担行為は今回

６，４６８万円ですか、設計料というこ

とでございましたので、これ、新駅の設

計料とそれから踏切の改良も入ってるん

ですかね。この辺の内訳を予測値と、そ

のうちの摂津市は３分の２負担になって

いるということがございましたし、踏切

は全額やということがございましたし、

ちょっと予測されている内訳があるので
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あれば先に教えていただきたいなと。そ

れで、その３分の１と全額とを合わせて

全体でこうなりますみたいなことで、ちょっ

とご説明をお願いしたいなと思います。

　それと、その阪急の関連で以前に新駅

の設置工事費について、先ほどもちょっ

と質問がありましたけれども、阪急ファ

イナンスの方から立て替えをしてもらえ

るというような話が前回にもありました。

そういうような話が具体的にどういうふ

うに進んでいるのか、進展があるのであ

れば、ちょっとあわせてそれもお答えい

ただきたいと思います。

　それと、今、まちづくり懇談会がずっ

と行われておりますけれども、先ほどの

覚書の中にも公共施設整備事業というの

は、駅前広場とか、その辺のことが入っ

てますね。この辺のことも、駅のことも

含めて、まちづくり懇談会でもいろいろ

市民の意見が入ってきてますけど、この

辺の意見の取り入れと、この阪急の設計、

これから始まる設計と、それからジェイ・

エス・ビーが今度計画を出してきている

のか、きていないのかわかりませんが、

もう出してくるころだと思うんですけど

ね。出してくる計画と、どのように最終

的にマッチングをして、すり合わせをし

て、最後それを一つのものにしていくよ

うになるのか、ちょっとその辺のイメー

ジをここで１回答弁していただきたいと

思います。

○木村委員長　小山市長公室参事。

○小山市長公室参事　債務負担行為の設

計料の内訳についてでありますが、今の

段階でわかっている状況を説明させてい

ただきます。

　阪急の方からは、資料をいただいてお

りまして、駅舎に関する設計費につきま

しては、おおむね７，７００万円と聞い

ております。踏切道改良事業費につきま

しては、１，３３５万円と聞いておりま

す。そして、合計９，０３５万円となっ

ております。

　内訳としまして、摂津市の負担は駅舎

につきましては３分の２ということで５，

１００万円云々の数字になります。

　踏切道につきましては、全額になりま

すので１，３３５万円ということになり

ます。合計、摂津市の負担が６，４６８

万３，０００円となります。

　そして、２番目の費用の分割について

でありますが、これにつきましても阪急

と何回も協議させていただきまして、市

としましては当初は１５年、２０年の長

期分割をお願いした経緯もあります。し

かし、長期分割でありますと後年度に負

担を残していくというような状況も考え

られますし、今現在もそのような状況も

続いてきました。

　そして、また今後、長期の割賦であれ

ば金利もどんどん上昇傾向にあります。

そういうことも考えますと、できるだけ

短い期間での返済を検討していきたいと

いうふうに考えております。

　そして、できるだけ短いといっても、

一括ではなかなか払えませんので分割も

考えなければならないと思っていますが、

市の財政状況もありますので、その辺も

見きわめた中で分割方法を検討していき

たいと。阪急につきましては、摂津市の

意向を前向きに受けますということで言

われております。

○木村委員長　吉田市長公室参事。

○吉田市長公室参事　１点目のまちづく

り懇談会の意見の反映ということのご質

問がありましたけれども、今現在５回目

のまちづくり懇談会、月１回開催してお

りまして、その中でいろんな、今現在ワー

クショップの中でご意見を賜っておりま

す。
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　例えば、まち全体に対してのご意見と

か周辺に対してのご意見とか、そして具

体的に駅の話とかいうことも出ておりま

す。そのあたりは当然、その意見をいた

だいた中身を阪急側にも伝え、そして概

要設計を今回、債務負担行為で設計され

ますけれども、そこへ反映してもらうと

いうようなことを我々の方は常に阪急側

に伝えながら具体的に取り組んでいただ

くということも望んでおります。

　また、今後、周辺のいろんな意見がご

ざいますけれども、やはり地元の問題が

ございますし、そのあたりは一定の時期

を見て改めて説明する時期もあろうかと

いうふうに考えております。

　もう１点、ジェイ・エス・ビーの、土

地の所有者でございますけれども、提案

とまちづくり懇談会の意見をどのような

形でリンクさせて反映させていくんだと

いうことでございますけども、これも阪

急側と一緒で対応としては、土地の所有

者であるジェイ・エス・ビーに対して、

今回のまちづくりについてはこういうよ

うな市民からの強い要望、意見、そして

期待ということを、内容を細かく精査し

てお伝えもし、それを反映した形での開

発も含めて対応をお願いするということ

を強く、常にまたお伝えもしているとい

う状況でございます。

○木村委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　まあわかるんですけど、最

初に債務負担行為の内訳はわかりました。

それでいいんですけど、先ほどの最後の

計画がどのようにまとまっているかとい

うとこら辺が全然、イメージできなかっ

たんですけど、言うてると。言うて、そ

れは盛り込まないというのは、それは阪

急の勝手になってしまうわけでしょうけ

どね。それが最終、形としてまとまって

いく段階では、どんなふうなまとめになっ

ていくのか。まちづくり懇談会とジェイ・

エス・ビーの計画と駅の設計と、それが

どんなふうなイメージで、政策推進課と

してはまとめて、最後まとめていかれる

のかというとこら辺がちょっとイメージ

できなかったんですけど、もう少しイメー

ジできるように答えていただけないでしょ

うか。

○木村委員長　吉田市長公室参事。

○吉田市長公室参事　具体的に申します

と、例えば緑化をワークショップの中で、

懇談会の中で緑化をふやしてほしい。例

えば、修景に配慮してもらいたい。例え

ば、大型店舗は困る。いろんなことが具

体的に今、出されてきております、ワー

クショップの中で。それを配慮した形で

今後、土地の所有者であるジェイ・エス・

ビーと行政側が協議を重ねながら明確な

形で取りまとめていきたいと。まちづく

りとして、具体的な実施の内容をまとめ

たいというふうに考えてます。

　ただ、これも民間から提案されまして

も、我々とすればもともとからこのまち

づくりは、市の主体性のあるまちづくり

を貫くということもございますので、例

えば都市計画上の対応もきちんとしていっ

て、開発は自由にはできませんよと。や

はり、まちづくり懇談会の意向を踏まえ

て、そして市が望むまちづくりをやはり

都計法上の対応で地区計画も含めまして、

きちんとまとめていきたい。それもまた

内容がやはりワークショップでいただい

ている内容を行政がきちんと踏まえた上

で、その取りまとめに入りたいと。それ

をもとに当然、土地の所有者である、も

ともとこのまちづくりの三者合意という

のは阪急、そしてその当時のダイヘン、

摂津市、この三者でまちづくりの基本合

意がなされております。ダイヘンは、ジェ

イ・エス・ビーに売られて、今現在の土
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地の所有者であるジェイ・エス・ビーと

行政がきちんと覚書を、このまちづくり

を進めるための覚書をまいていくという

ことは、当然必要な手続であろうという

ふうに考えてますんで、やはり我々とす

れば阪急と今回、新駅に対する覚書、そ

して土地所有者であるジェイ・エス・ビー

と行政とが基本的なまちづくりに対する

合意を締結するというのが当面の対応で

あろうというふうに考えてます。

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　今のまちづくり懇談

会の位置づけというのをやはり明確にし

ないと、いろいろと誤解が生じるという

ふうに思っております。

　我々、まちづくり懇談会につきまして

は、この南千里丘まちづくりについては、

基本といいますか、大きなフレーム、こ

れについては議会の皆様方を含め説明を

し、市としては一定のフレームは決定を

している。というのは、新駅をつくる、

南千里丘のあの地域に区画整理をして新

たなまちをつくっていくと。このフレー

ムは確定をしておりまして、それぞれ議

会で議論をさせていただいておりますが、

よりそれを実施する場合、それぞれ地域

においていろんな事情があるだろうと、

そのことを市民の皆様方からいろいろお

聞きをして、その分をこのまちづくりに

反映をしていきたいと。

　ただしかし、このまちづくりにつきま

しては、新駅をつくるには民間の阪急で

ありますし、あるいは大半の用地はジェ

イ・エス・ビーという民間がお持ちでご

ざいますから、何もかもすべて、それを

皆さん方のご意見をジェイ・エス・ビー

なり阪急に１００％聞いていただくとい

うのは、これは無理でございまして、我々

としてはできる限り阪急なりジェイ・エ

ス・ビーが聞いていただけるように努力

はしていきたいと思いますし、またジェ

イ・エス・ビーも新駅もその場所に工事

を行いますから、できれば地域の住民の

皆さん方の合意をいただきたいというの

は当然のことでございますんで、お互い

にその辺のところは、すり合わせる中で

考えていきたいというふうに思っており

ます。

　ただ、手法については先ほど担当の方

が説明をしましたとおりにやっていきた

いというふうに考えております。

○木村委員長　ほかにありませんか。は

い、嶋野委員。

○嶋野委員　先ほど藤浦委員のご質問が

ございまして、この補正にかかわる債務

負担行為の内容につきましては理解をい

たしましたので、内容が、質問が一般質

問的な感じになろうかと思いますけれど

も、まずご容赦いただきたいというよう

に思います。

　先ほど野口委員のご質問の中で税金の

使い方というようなお話がございまして、

これは当然の話なんですけれども、やは

り効果的にいかに税金を使っていくのか

ということが非常に問われているという

ように私も認識をいたしておりまして、

その財政の厳しいピークは過ぎたのかし

れませんけれども、しかしまだまだ先行

きが不透明であるということを考えると、

ほんとに市民の皆様が支払われている税

金をいかに皆さんがメリットといいます

か、効果を感じられるような使い方をし

ていかなあかんのかなという気がしてお

るんですけれども、さすればこの南千里

丘のまちづくりを進めていった際に、一

体どういった効果が市民の方にもたらさ

れるのかといった、そのメッセージが正

直、私にはなかなか伝わってこないなと

いうのが今の正直な意見でございます。

　先ほどからお話を聞いておりまして、
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確かに阪急、あるいはジェイ・エス・ビー

と相手があることではあるんですけれど

も、しかし先ほど吉田参事が、やはりこ

のまちづくりについては、我々として、

摂津市として主体性を持って取り組んで

いくんだというような思いを聞かせてい

ただきましたので、やはりその思いをしっ

かりと、もっとメッセージとして出すべ

きではないのかなという気がしておりま

して、まずそもそも、このまちづくりが

一体どういったことを目的として行って

いるのか。それによって、一体どういっ

た効果が出てくるのかということですよ

ね。そこのことがぜひ、この場でまず１

点、お聞きしたいなというように思って

おります。

　それと、これは従前から、いわゆる連

続立体交差事業ということが本市にとっ

ては非常に大きな課題であると。確かに、

そこにフォーカスを当てていくと、この

新駅というものが要るんだと、それが非

常に大きなインパクトになるから、その

一つの方法として、その新駅があるのか

なといったことも一定うなずけるんです

けれども、しかし一般的に考えるとそれ

は恐らく逆転の発想じゃないかなと。駅

が要るんだと、それで駅前の広場なりを

整備をしていって、その副産物として踏

切問題が解消されるというのは、よくわ

かるんですけれども、何か踏切問題あり

きの新駅ということになっていくと、や

はり先ほどの税金の使い方ということで

いうと、何か非常に思いのこもらない、

非常に効果が期待できないような駅前に

なってしまうんじゃないかなという危惧

をやはり私は持つわけですよね。

　そこら辺で、まずはしっかりとした思

いを持っていただくということが大事で

ありますので、１点、そこをまずお聞か

せいただきたいというように思います。

○木村委員長　吉田市長公室参事。

○吉田市長公室参事　当然、今回の南千

里丘のまちづくりにつきましては、先ほ

ど申し上げましたように摂津が主体性を

持ってやりたいと。その主体性の目的で

すね、そういうことをどういうふうに踏

まえてるかということでございますけど、

やはり１点目は超長期でございますけど

も、やはり委員から先ほどご意見いただ

きましたけど、やはり将来の連続立体交

差につながる事業にしていきたいという

のが１点、大きな目標としては、最終目

標としてはございます。

　やはり、そういう点ともう１点は、や

はり市街地の真ん中から工場が移転され

て、そして空間があくと。その中で市街

地の中に空洞化した場合に、一般で売却

されますと、やはり乱開発は防止できな

いと。例えば、ミニ開発とかいうことは、

なかなか抑制することは、指導上も難し

い。そうなれば、やはりその主導的な立

場を取って行政側が区画整理なり、いろ

んなそういう都市計画上の事業を取り入

れながら乱開発を防止していって、その

先導役を行政が担うんだということが一

定、乱開発の防止という部分ではあろう

かというように考えてます。

　もう１点は、やはり新駅は連続立体交

差につながりますけれども、やはり昔か

ら総合計画にも書かれていますけども、

やっぱり摂津市としては顔づくりを進め

たいと。やっぱり光るものが摂津市とし

て主体性のあるものとしてつくっていき

たいということから言いますと、やはり

摂津市の顔づくり、駅前をどのような形

で、やはり摂津市がつくり上げていくの

か。つまり、駅前広場だけなのか。我々

が今考えてますのが、例えば駅前広場に

多目的な交流ゾーンを考えていきたいと

いうようなことを考えますと、やはり計
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画的に進めていかなければならないのか

なというふうに考えてます。それがやは

り大きな意味で、このまちづくりに求め

る部分。ただ、Ｃ／Ｂ的にお金で評価す

る部分、連立なんかはそうですけれども、

ただそれ以外にやはり求める効果という

のは、お金ではあらわせられない効果と

いうのがあろうかというように考えてま

すんで、そのあたりを踏まえてまちづく

りを進めていきたいというように考えて

ます。

　もう１点、連立関係について、やはり

踏切は国の方でもよく言われますボトル

ネックの根源であるという部分はありま

す。ただ、我々も連立事業を最終目標、

目途にして、やはりこのまちづくりを進

めるべきであり、またそれをやっぱり努

力の目標にしておりますんで、そのあた

りからいうと、やはり連立事業を進める

ということのぶれはないというふうには

考えておりますけれども、ただ踏切問題

につきましては新駅ができて、阪急側に

対して踏切の遮断時間も含めて、できる

だけ影響が出ないような形で検討をされ

るように強く、我々の方は望んでいる。

また、それを相手方に伝えているという

形になっております。

○木村委員長　嶋野委員。

○嶋野委員　ご丁寧にご答弁いただきま

して、例えば乱開発の防止であるとか、

あるいは新たな顔づくりであるとか、も

ちろん連立もございますけれども、そう

いったご答弁をいただきまして、確かに

それはよくわかるんですけれども、そし

たらなぜ顔が必要なのかということをやっ

ぱり、もっともっと考えていかなあかん

と思うんですよね。

　顔づくりをしていくんだと、この南千

里丘のまちづくりが、この新しい摂津市

の顔になっていくんだと、それはわかる

んです。なぜ顔が要るんですかと。やは

り、皆さんが払った税金を使っていくと

いうことになっていくと、そこまで考え

ていって、私は戦略を練っていかなあか

んの違うかなという気がしておりまして、

以前に助役とお話させていただいたとき

に共通の認識を私も持っているというよ

うに理解しておるんですけれども、私は

摂津市の今抱えてる一番の問題は、人口

がこれから減っていくことなんだという

ように私は考えておりまして、助役もそ

のような同じような認識を持っておられ

るというように理解をしております。

　やはり、そういった問題を解決してい

くというか、そういったアプローチをし

ていく、私は大きな目的を持って、やは

りこのまちづくりも取り組んでいただき

たいなという気がしております。

　その際に、じゃあどういった層の方に

お越しいただくんだということが、やは

り戦略的に練っていかなあかんと思いま

す。そうなってくると、そしたら例えば

勤労世帯の方、今、一番摂津市から転出

されてる方です。そういった勤労世帯の

方に逆に来ていただくには、どうしたら

いいのかなということを考えていくと、

この概略図の中にも書かれておりますけ

れども公園がありますけれども、果たし

てこれだけの公園の大きさでいいのかな

と。あるいは、摂津市の教育に対するイ

メージをどうやってやっていけばいいの

かなということを総合的に私は考えてい

ただきたいと。そのために私は特別プロ

ジェクトチームができているというよう

に理解しておりますので、もっと戦略的

な目を持っていただきたいなということ

をこの場で答弁は無理かと思いますので、

要望として申し上げさせていただきまし

て、期待をしておりますということで質

問を終わらせていただきます。
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○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　補足になろうかと思

いますが、嶋野委員がおっしゃっている

ことに全く同感でございまして、単なる

まちづくりであっては市民の期待を裏切

るのではないかと。それぞれ、そのまち

づくりについてのコンセプトというんで

すか、そういうことが必要ではないかと。

市民の納得度ということになると思いま

す。

　特に、このまちづくりについては何点

かことが重なっておりまして、まず高架

化を目指すということも１点であろうし、

先ほどから説明しておりますようにダイ

ヘンの跡地、これはこのまま市が何ら手

を出さなければダイヘンの方が、より価

格の高い方にお売りになると。現在、こ

の場所は準工地域でございますから、ト

ラックターミナル等も十分来れますし、

工場もオーケーでございますし、そうい

うことが果たして、この大きな市の中心

部にそういうことができていいものかど

うかということがもう１点。

　それともう一つは、福祉会館の閉鎖だ

と思います。これらのものも、そのまま

ほっておくということはできない。それ

らをこの南千里丘のまちづくりについて、

それぞれいろいろと市が抱えております

懸案事項もありますので、それらをここ

に集積して、一挙に解決をしていこうと

いうことでございますし、それで特に市

の方も区画整理とか新駅の設置について

一定の費用負担をしておりますから、当

然阪急なりジェイ・エス・ビーに対して

も市として費用負担をしていることから

十分、その辺のところを今おっしゃった

公園が少ないとか、それらについては公

園そのものじゃなしに、それぞれ民間の

方がいろいろ施設を建てられるときに十

分余裕を持って、緑あふれるような施設

配置というのも考えていきたいというふ

うに考えております。

　特に、その辺のところでこの住宅の関

係でございますけれども、これらについ

てはおっしゃるように本市の場合は小学

校、中学校と年齢を重ねるごとに、その

子どもの数が減ってきているということ

がございますので、それらについては、

やはり住居等の問題、あるいは１点は教

育の問題等もあろうかと思いますので、

それらについてはこのまちづくりについ

て単に駅前広場ができて住宅、商業地域

ができたというようなまちづくりではな

しに、その辺のことも基本コンセプトと

して産官学、市民の交流の場ということ

で教育・福祉ということを中心に考えて

いきますので、今後まちづくりの協定、

ジェイ・エス・ビーと行う場合にはその

辺のことも考えて行っていきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。

○木村委員長　ほかに、山本善信委員。

○山本善信委員　先ほどからいろいろと

基本的な問題を含めて議論があるわけで

ございますけれども、債務負担そのもの

につきましては内容はよく承知いたしま

した。

　先ほどからの話に出ておりますまちづ

くり懇談会との関係ですね。これが今、

５回、もう既に行われて、毎回いろいろ

な形で市民の皆さんのご意見も得ており

ますし、久先生中心にいろいろな形で取

りまとめたり、あるいはまた方向づけを

したいということでやっていただいてる

わけですけど、ただこれがいつの時点で、

どういう形で取りまとめをされて、具体

的に市の方の、いま先ほど基本的な考え

方として答弁がありましたけれども、そ

のところへこれをどういう形で整合性を

つけて、この要望なり考え方について実

現していくのかということについて、今、
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やっている何か、しかもその５回のうち

で毎回新しい人が加わられたりして別の

意見が出てきたり、あるいはまたその辺

がもう一つ、行ったり来たりということ

も、これは極端に言えばなきにしもあら

ずで、その辺のことをちょっと心配して

まして、もちろん市民の皆さんがおっしゃっ

ておられることがすべて取り入れられて

反映されるんやというようなことではな

いわけで、基本的にやっぱりきちんとし

たものがあって、そこへそういうことが

入れられるか入れないか、あるいは入れ

ることによってどういうふうにいい方向

に動くのかということが今のまちづくり

懇談会の段階だと思いますので、そした

ら一定、今のような基本的な考え方に基

づいて方向づけをされるときに、特にジェ

イ・エス・ビーとのかかわりで、このか

かわりの中で今のまちづくりをどうする

んかということの一番基本的なところへ

つなげていくのに一定のめどをつけて、

今は５回ですけれども、もう１回、今ま

でのことをずっとまとめて、それでその

部分で入れられるもの、入れられないも

のということでしなきゃならんわけです

から、その辺のめどをある程度つけなきゃ

ならんの違うやろうかと。

　まちづくり懇談会の中でも阪急の山田

駅の東側の反対の関係のことについて例

を出されて具体的な話を、進められた経

緯なんかもよく教えいただいたんですけ

ども、そういったことのように、まただ

んだんとやっていくことによって反映、

途中で反映できることももちろんあるわ

けですから、さらに続けていくというこ

とですけれども、少なくとも基本的な方

向を進める段階での話と、それからその

後でこうやって加えていく話とを分けて、

きちんとまちづくり懇談会の方向づけを

しなきゃならん。

　まちづくり懇談会の性格をもうちょっ

とはっきりした上で、これからさらに進

めなきゃならんと思うんですが、その点

についてはどういうふうなお考えをお持

ちなのかお聞かせをいただきたいと思い

ます。

○木村委員長　吉田市長公室参事。

○吉田市長公室参事　まちづくり懇談会

の方向性と位置づけだと思いますけれど

も、まちづくり懇談会自身で非常に幅広

いご意見をいただいております。

　先ほど、公室長の方のご答弁にもあり

ましたように、やっぱり受け入れていた

だけるような内容と、これは民間として

は受け入れられませんよという内容はあ

ろうかと思います。それは、我々とすれ

ば、ある程度、何とかこれを聞いていた

だけませんかというお話も、土地の所有

者に対してお願いもするということもあ

ります。

　ただ、今現在、久先生のアドバイスを

いただきながらまちづくり懇談会を進め

てますけれども、やはり位置づけとして

は、やはり総論、大枠でこの前も第５回

目にありましたけど、緑の多いまちにし

たいという大局的な意見、取りまとめを

まちのフレーズを出していただいて、そ

この細かい中身を今いただいた中にはま

とまるのかなと。

　そして、その大きなフレームの中でジェ

イ・エス・ビーが例えば開発する場合、

どういう配慮をするのかというのを我々

が今度、それをベースに協議に入るとい

うことになろうかと思います。

　ただ、詳しい部分も相当言われてまし

て、ごみ置き場をこうしてほしいとかい

うご意見もございますし、例えば学生が

集うようなまちにしてほしいとか、いろ

んな幅広いご意見もございます。そのあ

たりをやっぱり、いろんな形でのフレー
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ズ、例えば交流ができるまちだとか、緑

化が多いまちだとか、安全なまちだとか

いうような、市民がフレーズとしてまと

めていただければ、それが今回の先ほど

の摂津の顔になるまちになっていくのか

なというように考えてます。

　それを我々行政は、どういうふうな形

で位置づけて、その内容、ご意見という

のは、私どもとすれば当然、先ほども言

いましたように都市計画上の対応で地区

計画でございます。その中にまちづくり

の目標という項目がございまして、そこ

に具体的に位置づけ、反映をさせていき

たいというふうに考えております。

　そのあたり参考で山田駅の例がござい

ましたけど、やはりあれも緩和の部分も

あれば規制の部分もございます。だから、

その緩和と規制、つまりそういうまちに

対してまちづくりのメリハリをこのご意

見の中でまとめていきたいというふうに

は考えております。

○木村委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　くどくは申しませんけ

れども、いわゆる収れんしていく目標を

ちゃんと持ってやっていただきたいとい

うことからこういうことを申し上げてお

るわけで、何回か、その５回のうちで前

回、ちょっと参加できなかったんですけ

ども、２回、３回、４回は私その懇談会

に参加させていただいて、かなり極端な

話は、もうこんな開発は必要ないと、駅

なんか必要ないという議論から、もっと

先の話と極端にこうなってる部分がある

ことになってますので、これ、どんな形

で収れんさせていくんかなということは

思いながら参加しておったというのが正

直なところです。

　ですから、そういうことで非常にこれ

から先の話で、どこへどういう形で落ち

つけていくのかなということをやっぱり

危惧する部分がありますので、あえてこ

の設計で債務負担を具体的にされた、数

字として具体的にされた段階でちょっと

お聞きしておきたかったということです

ので、ひとつその辺の見通しを誤らない

ようにしていただいて進めていただきた

いというふうに思います。

○木村委員長　柴田委員。

○柴田委員　それぞれの委員からお尋ね

がありますので、今回のこの債務負担行

為の中で生じてくることで阪急と摂津市

の中での踏切については摂津市が１００

％ということになる。これは阪急、ほか

の踏切でも例えば阪急の正音寺踏切でも

１００％、これは大阪府が出してますね。

　今のところ、あれは市道という位置づ

けでうたわれてますけど、あの道は市道

ですか。その辺のことがあるので、それ

はもう補助金の対象とか、その他、阪急

とうちとの間では１００％だけど、うち

がそれ以外のところで交渉する部分とい

うのはないのかどうかというのが、ちょっ

と気になりますね。

　それともう一つは、先ほども出てまし

たが、ファイナンスということで阪急ファ

イナンスを利用して、できるだけ今回、

独自の借り入れをせずに、そこに分割的

に払っていく方法と。私は、これも一つ

の方法だというふうに考えるんですが、

トータルはやっぱり利息というか利子の

問題だと思うんですね。一例を挙げると、

私らでも自動車を買うときにオートロー

ンを組んでくれと、向こうは非常にオー

トローンを望んでくるわけですね。しか

し、銀行でその分だけ特別枠で借り入れ

た方がオートローンとの利息の差益がど

れだけ出るのかという計算をしたときに、

悪いけどオートローンを組まずに銀行で

借り入れして一括払いにするわと、こう

いうような考え方もあってですね。これ

－�16�－



は一例ですよ、私が自動車を買ったとき

の話なんですが、そういうことでファイ

ナンスを組むメリットと、ファイナンス

を組むことによって、通常、市債を発行

するとか、またその他、特別借り入れ枠

をつくるとかいうようなことで全体的な

金額の差というのはどうなのか。この辺

も考えた中でやらないと、最終的にはやっ

ぱりそれを税で市が負担していかなきゃ

ならんということになるんだろうと思う

んで、そこらのことのお考えはどうかと。

　それから最後に、まちづくり懇談会な

どでやられて、少しこの資料なども見せ

ていただいて、先ほど山本委員からも言

われたけど、この内容をまとめていった

ら、そら大変だと。半分ぐらい要らんや

ないかという声がどんどん出てきた中で

先ほどの公室長は、そうじゃないんだと。

もう、フレームはできてるんだと。フレー

ムの中は一つ理解してもうた中で、どう

やっぱりまちづくりをしていくかという

ことを説明していかないかんのだという

ことをおっしゃってますから、この辺は

十分伝えてほしいというふうに思います。

そうでないと、このままで集約するとか

えって集約する方がしんどくなってくる

なという、私はまちづくり懇談会がいい

方向へ向くのやら、かえって足を引っ張っ

てしまうのやらというようなことにもな

りますし、久先生のやり方というのは、

岸辺のまちづくり懇談会でも正雀でも同

じですけども、とりあえず大きく網をか

けて皆入ってもらって、そこから一つ一

つ精査していくという方法だと思います。

それを一つの山田方式なども採用されて、

いい事例を出しておられるんだと思うん

ですが、ちょっとそういう危惧をします

ので。

　そして、もう一つ最後は、この駅をつ

くることを私は過去にも何回も言うてき

ましたが、連続立体交差との絡みとか、

いろいろなことも含めて最終はそれに必

要なところの前段としての第一ステージ

だということには認識してます。

　最近、そこで市長も懇々とおっしゃっ

ているのは、摂津には顔が要ると。そし

て、やっぱり摂津のイメージを他市に発

信していかなきゃならんと、このことを

おっしゃっているので、つくる以上はこ

の駅が中途半端な駅にならないようなこ

とは考えていかなきゃならないと。駅そ

のものもそうですし、阪急にとってもこ

この利用者がふえればふえるほど新駅を

つくったことへの価値観は上がるわけで

すし、我々住宅を利用する人も、また周

辺の人もここの効果というのが上がる。

そのことが正雀や千里丘西口や吹田操車

場跡地への連動として、いいものへの開

発につながっていくという、一つのやっ

ぱりここが拠点になるようなことをやっ

てほしいなというふうに思ってますんで、

実質ここはにぎわい、そしてやっぱり活

力、そして摂津の顔と、このように総合

的なことを勘案した、今後内容の味つけ

をしてもらいたいなと、そういうことを

今、企画いろいろされてるそうですが、

そういうことも検討の中に入れてやって

いただきたいなと。これは、私の要望と

いうか、願望です。

　最初の２点について、少しお答えくだ

さい。

○木村委員長　寺田市長公室長。

○寺田市長公室長　阪急ファイナンスか

ら借りてという話、以前あったようでご

ざいますが、我々非常に危惧しておりま

すのは、これは過日、栗東市の新幹線の

新駅に絡む起債の地裁判決というのがご

ざいまして、公共施設でないものに起債

を起こすことについては違法だという判

断がなされました。そのことから言いま
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すと、本筋の起債が認められないものを

阪急からお金を借りてやるというのは、

これはまさしく、やみとは言いませんけ

ども、こういう起債が果たして可能なの

か。もはや、そういうことは我々として

は、今現時点では困難だというふうに判

断をしておりますので、過日、助役、総

務部長を含め、私も同席をいたしました

が大阪府の方へ要望へ行きまして、そう

いう状態であるので、できればこの新駅

は市民の足であり、公共的な性格もある

ので府の貸付金を貸していただけないだ

ろうかというような要望にも行きました。

　府の方としては、起債が認められない

ものは府の貸付金もちょっと難しいとい

うお話でございますので、今後、この新

駅の費用負担については先ほど担当の方

から答弁いたしましたように阪急として

はできる限りのご努力をいただいて分割

というような方法は一定理解をしていた

だいておりますが、今後この辺の財政に

ついては検討もしていかなきゃならない

というふうに思っております。

○木村委員長　小山市長公室参事。

○小山市長公室参事　阪急の踏切の費用

負担についてですけども、阪急は踏切の

拡幅につきましては市の事業だというこ

とで市の１００％負担ということで位置

づけしております。

　そして、市の負担の中で補助金をもら

えないのかという話でございますけども、

一度、大阪府なりにいろいろ協議はさせ

てもらってます。ただ、今後施設の帰属

というのは阪急になりますので民間にな

ります。その中で民間の施設に対して補

助金は、なかなか投入できないというよ

うなことを言われてます。

　そういうことから難しいとは今考えて

おりますが、もう一度そういうような補

助金制度があるのかどうか、もう一度、

大阪府と調整したいと思います。

○木村委員長　この際、ちょっと意見を

申し上げたいと思うんですが、先ほど藤

浦委員なり山本善信委員の方から出てお

りましたまちづくり懇談会の意見の反映

の問題については、先ほど公室長の方か

らも答弁がありましたけれども、いろい

ろと摂津市と阪急、あるいは摂津市とジェ

イ・エス・ビーという形の中でいろいろ

協議が進められているんですけれども、

やはりこういう懇談会の意見をどういう

形で反映していくかということについて

は、市だけ、あるいはジェイ・エス・ビー

だけ、阪急だけということやなしに、三

者の協議会みたいなものをつくって、そ

の中でどういうものが取り入れられてい

くのかということの場をぜひ持つべきだ

と思うんですけども、そうしないと市だ

けの判断となっても、また視野が狭くなっ

てしまう部分もありますし、民間でもこ

ういう点までは受け入れできますよと。

阪急としても、この問題は受け入れでき

ますよというようなことも出てくると思

うんですよ。

　だから、そういう点ではそういう事業

の進め方と同時に、やはりそういう意見

を反映する協議会みたいなものをつくっ

て、そこで取捨選択していくということ

はあってもしかるべきだと思うんですけ

れども、その辺を十分念頭に置いて、こ

れから取り組みをしてもらいたいという

ことを意見として申し上げたいと思いま

す。

　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時１３分　休憩）

（午前１１時１５分　再開）

○木村委員長　再開いたします。
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　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村委員長　討論なしと認め、採決し

ます。

　議案第６８号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午前１１時１６分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

駅前等再開発特別委員会

委員長　　　木 村 勝 彦

駅前等再開発特別委員会

委　員　　　　野 口 　 博
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